
市民部市民自治推進室

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

ゼネラリ保険会社大
阪支店

ゼネラリ保険会社大
阪支店

(株)みぞぐち商会
ザ・ニュー・インディア・アシュ
アランス・カンパニー・リミテッ
ド　大阪支店

ザ・ニュー・インディア・アシュ
アランス・カンパニー・リミテッ
ド　大阪支店

3,851,140円 5,048,570円 5,846,290円 4,064,810円 5,078,080円

① 367,080人 369,647人 370,264人 371,640人 373,561人

140事業 147事業 145事業 127事業 135事業

927,241人 936,078人 935,058人 913,114人 928,353人

③ 293団体 303団体 328団体 355団体 394団体

件数 3件 2件 2件 1件 0件

金額 210,023円 16,468円 26,030円 11,258円 0円

件数 157件 147件 116件 107件 46件

金額 6,187,000円 3,800,500円 2,031,500円 3,934,500円 620,000円

件数 160件 149件 118件 108件 46件

金額 6,397,023円 3,816,968円 2,057,530円 3,945,758円 620,000円

身体 （限度額）3,000万円／1名、3億円／1事故

財物 （限度額）500万円／1事故

受託物 （限度額）100万円／1事故

死亡 200万円／1名

後遺障害 6万円～200万円／1名

入院 1,500円／1日

通院 1,000円／1日（90日を限度）

※注1 　保険契約期間は各年とも5月1日から翌年5月1日までの1年間

※注2 　保険料については、①～③のいずれかを元に各保険会社が積算

補償内容

損害賠償
（免責額
1,000円）

傷害
（事故の日か
ら180日以

内）

保険契約額

保険料の
積算根拠

※注２

支払状況
令和３年
（2021年）

８月１８日現在

人口

市主催事業数

事業参加見込者数

平成２８年度（2016年度）～令和２年度（2020年度）市民活動災害保障制度の推移

②

損害
賠償

傷害

計

団体登録数

保険契約先

年度 ※注１
契約内容等


